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該当項目 訂正前 訂正後 

第３ʷ１⑵③ 公衆衛生的観点 公衆衛生上の観点 

第３ʷ２ 市町村は、住民接種実施の判断を行う際、注意を要する者

（(１)から(５)までに掲げる者をいう。）については、住民接

種を行うことが可能か否かを判断できるよう、接種後の対象

者からの相談に応じて、専門性の高い医療機関を紹介する等

の対応について、あらかじめ決定しておくこと。 

市町村は、住民接種実施の判断を行う際、注意を要する者

（(１)から(５)までに掲げる者をいう。）については、住民接

種を行うことが可能か否かを判断できるよう、また、接種前後

の対象者からの相談に応じて、専門性の高い医療機関を紹介

する等の対応について、あらかじめ決定しておくこと。 

第３ 表１ 

 

表 1 接種対象者数の試算方法の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補足説明） 

成人：Aʷ（B＋C＋D＋E＋F＋G）＝H 

表 1 接種対象者数の試算方法の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補足説明） 

成人：Aʷ（B＋C＋D＋E＋F＋G＋1/２E）＝H 


